
新型コロナウイルスの影響下における競技会・試合運営の手引き

本手引きは、JFA主催の国内競技会(全国大会等)を開催する1こあたり、新型コロナウイルスの

感染症対策の詳細な部分を想定して設定しています。

競技会・試合運営に携わる皆様に本手弓1きの内容都里解していただき、主管FA、参加チーム、審

判員を中心に連携をはかりながち、円滑な運営にっ訓ナていただき、誠合成立へ向けてご協力くださ

いますようお願い申し上けます。

1.事前の対応

主管FAは、会場において感染対策の準備を行うとともに、参加チーム、審判員、メディア等に対し

感染防止のために遵守すべき事項を明確にして事前に連絡し協力を求めることが重要です。

(1)感染対策責任者の設置

主管FA及び参加チームは、事前、試合日、事後にお互いが連絡を取り合える環境を構築するた

め、それぞれ感染対策責任者を設置する。

・1,感染対策責任者の主な作業内容

主管FA及び参加チームの感染対策責任者の主な作業は以下のとおりとし、感染対策が実行

されているかを確認し、改善を要する場合、その旨指示する。

主管FA ①競技会運営における感染対策の立案、必要に応じてチエックシートの見直し
②競技会運営関係者および参加チーム、メディア等への感染対策計画の周知
③手指消毒液設置の確認
・手指消毒液の設置確認および切れていないか、不足箇所がないか適宜巡回し確認す

4 関係者の体調管理の把握
・チーム、審判団の体温を記入したものを管理

・その他関係者の体温を記入したものを管理

・体温計の管理(動作等)
5 入場ゲートにおいて

・機器の管理、指導、作業チエツク(サーモグラフィー、ヲ啓妾触体温計等の備品管理やス
タツフの配置等

参加チーム 1 移動、競技会期問中における感染対策の立案
2 選手、チーム役員、その他関係者への感染対策の周知

3 手指消毒液設置の確認
・手指消毒液の設置確認および釖れていないか、不足箇所がなし仂確認する
4 関係者の体調管理の把握
・選手、チーム役員の体温を記入したものを管理、提出
5 入^"ートにおいて

・選手、チーム役員全員の体温測定協力

6 換気の励行

・移動、控室、ミーティングルームでの換気
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・2.参加者への連絡

感染対策措置として、]FA、主管FAは以下項目からなる感染対策ルールを事前に連携して伝えます。

主管FA感染ヌす策責任者は、参加チーム感染ヌす策責任者、事前申請したメディア等の対応をします。

また、運営に関わる運営スタッフ、ボランティア、その他関係者全員に対しても同様に事前に伝えます。

JFA

主管FA

医療機関

(2)感染対剣レール

競技会および試合運営に関わる方々は、以下の事項を遵守する。

参加チーム

主管FA
感染対策任者

・1.感染対嗣レール

1 自主的に参加を見合わせる(以下の事項に該当する場合)

・体凋が良くなしゞ易合(伊上発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚唄覚の異常などの症状がある場合)

・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡

航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

②マスクを着用する

③咳エチケヅト{こ十分配慮する

④手洗い、手指消毒をこまめに行う

⑤社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を確保する

⑥ 3密(密閉、密集、密接)を避ける

⑦握手、抱擁などは行わない

⑧フィールド上での唾・疲吐き、うがい等は絶対にしない

⑨タオル、飲料ボトルなどの共用はしない

⑩健康チエックシートの提出

⑪その他〕FA、主管FAが示す注意事項を遵守する

保健所

参加チーム
感染対策任者

観客・来場者

メデイア

運営スタツフ

マツチオフイシヤル

選手

スタツフ

・2.参加対象者の特定(健康チエックシート提出予定者の特定)

参加チームは、3週間前に競技会または試合に参加、帯同する選手、チーム役員等の対象者を特定

し、用紙の配布等により健康チエックシートへの記入準備を開始する。

〕FA、主管FAは、必要に応じて参加チームより対象者りストの提出を求める。

■
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-3.健康チエツクシート

以下事項を記載した健康チエックシートを回収し、健康状態について問題のないことを確認する。

1 氏名、生年月日、住戸斤、連絡先(電話番号、Eメールアドレス)

・個人情報の取扱いに十分注意する

2 競技会または試合開催2週間前から当日までの体温

3 競技会または試合前2週間における以下の事項の有無

・平熱を超える発熱

・咳(せき)、のどの痛みなどの風牙倒一正状

・だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)

・臭覚や味覚の異常

・体が重く感じる、疲れやすぃ等

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との}農厚接触の有無

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期問が必要とされている国、地域等

航又は当該在住者との潰厚接触がある場合

・4.参加可能な健康状態について

競技会または試合開催 2週間前から当日までの健康状態において発症及び症状消失の状況

が認められた場合、以下1および2の両方の条件を満たす状況であれば出場、参加が認められる。

1 発症後に少なくとも8日が経過してぃる

2 薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に少なくとも3日間が経過している

*解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤

**咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など

※8日が経過している:発症日を0日として8日間のこと

※3日が§呈過している:解熱日・症状消失日を0日として3日間のこと

尚、上記に該当しなし場合であってもPCR検査または同等の検査(sma此AmP法検査等)により陰

性力聴認されれぱ、参加可能とする。

対象者への対応は以下のとおりとし、上記に該当しなし場合は、各感染対策責任者が対応し、参加を

自粛させ、巖終的に主管FA感染対策責任者が情報を把握する。

選手、チーム役員:当該チーム感染対策責任者

運営スタッフ、メディア:主管FA感染対策責任者

期間計算のイメージ図

発症日から8日間経過し、かっ、症状消失後3日間経過した場合、参加可能

^^^
症状 惨加

発症
消失 可能

3日問



〔ケース〕

^^^

A

・13日一12日

発症

B

...

・8日

発症

^
^

・5日

1日

ーフ日

2日

・6日

^^^

...

・5.乳幼児のマスク着用の考え方

日本小児科学会の見解(乳幼児のマスク着用の考え方)

①乳幼児のマスク着用には危険があります。特に2歳未満の子どもでは、気をっけましょう

②乳幼児は、自ら息苦しさや体調不良を訴えること力燮しく、自分でマスクを外すことも困難です

③また、正しくマスクを着用すること力雙しいため、感染の広がりを予防する効果はあまり期待でき

ません

④むしろ、次のようなマスクによる危険性が考えられます

・呼吸力管しくなり、窒息の危険がある

・嘔吐した場合にも、窒息する可能性がある

・熱がこもり、熱中症のりスクカ宿まる

・顔色、呼吸の状態など体調異変の発見が遅れる

特に、2歳未満の子どもではこのような危険性力惰まると考えます。子ども力勺スクを着用する場合

は、いかなる年齢であっても、保護者や周りの大人が注意することが必要です。感染の広がりの予

防はマスク着用だけではありませんので、保護者とともに集団との3密を避け、人との社会的距離

を保っことも大切なことです。

・8日一7日・6日・5日

症状
発症

消失

・3日

症状

消失

^^
-2日・1日 0日

参加

可能

・5日

4日

-4日

5日

・3日

症状

消失

3日間

6日 7日

-2日・1日

^
^

-4日

3日間

^^
・3日・2日・1日 0日

参加

可能

3日間

8日

0日

惨加

可能

(3)チームの移動

参加チームは、以下の点に留意して対応してください。

また、]FA、主管FAは、以下の点に留意して対応します。

・1.飛行機、新幹線

1 考え方

=,

昌=



・チームは常に衣圭康状態をモニタリングしている集団であり、チーム単位での移動により感染対策

を万全にする

②航空機

・航空機内は、空気が約3分で、すぺて入れ替わる換気のよい空間です

当面、機内での距離をとった配席運用になるとされています

③新幹線

・新幹線の車内も、6~8分ですべての空気が入れ替わる
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・2.ハスによる長距敲移動

①バス会社への事前の依頼事項

・事前に車内を消毒する

・運転手の体調管理し、マスク、手袋を着用する

②パス車内での社会的距離

・バス内は密をさけるよう人数を極力減らし、着席する席の間隔を空ける(目安:定員50ψ0

まで)

・長時間(2時間以上等)移動の場合、複数台のバスにより密にならない状況を作るなどを検

討する

③その他の注意事項

・バス内ではマスクを着用する

・1時間にっき3回の換気を推奨として、窓を開けて換気する

・サービスエリア等での休憩時もマスクを着用し、感染予防に務める

・3.近距眺の移動

①チームの移動は、可能な限り公共交通機関の利用を避け、バス、乗用車等を利用する

尚、会場の駐車場利用にっいては主管FAの指示に従うこと

②移動に際して、以下の点に留意する

・マスクを着用する

・長時間(2時間以上等)移動の場合、複数台に分乗して選手間の社会的距離(できるだ

け2m、最低lm)の確保を検討する

・1時間にっき3回の換気を推奨として、窓を開けて換気する

・4.移動中の食事

①感染及び濃厚接触を防ぐ観点から、移動中には食事を慎むことが推奨される。

・理由は、電車又はノ〔スの車内は手狭であり、食事の際、マスクを外すことになるため

②移動中に食事をとらざるを得なし場合、以下例のとおり感染防止に十分配慮する。

・車内でできるだけ距離をとる。また対面ですわらない

・車内の換気に留意する

・食事をする者以外は、マスクをする

・食事の直前に手指消毒を行う(手指衛生剤を車内に携行し、使用する)



・食事は、できるだけ短時間で済ませる

(4)チームの宿泊

参加チームは、感染りスクを回避するため以下の点に留意して対応します。

また、JFA、主管FAは、必要に応じて以下の点に留意して対応します。

・1.接触による感染りスクからの回避

宿泊施設の従業員や利用客との接触を減らし、感染りスクを減らす工夫をする

①施設単位またはフロア単位での貸し切りを検討する

②動線(共用の廊下やロビー等)、エレベーターにっいては、時問を指定することも検討する

③食事会場をチーム専用とすること力せできるか検討する

④チームカ使用する部屋は事前に消毒、換気する(宿泊施設への依頼)

⑤チームの不在時に清掃する、または、清掃しないことも選択肢となる

・2.手指消毒液の設遣

チームが訪れる各所1こ手指消毒液を設置する

(食事会場、マッサージルーム、ミーティングルーム、廊下(フロア等を専有する場合)、その他)

・3.チームの行動規範

①自室以外ではマスクを着用する

②エレベーターのスイッチや階段の手すりに、素手で触れないようにする

③ホテルのサウナ、フィットネスルーム、バー等に立ち入らない

・4.部屋害」リ

①可能な限り絞った人数での宿泊とし、密を避けて設定する(対応できなし暘合は、選手同士

の体調管理を徹底する)

②部屋の換気を良くする(温度21度、j勗度50~60%が推奨される)

・5.マツサージルーム

①室内を混雑させないよう留意し、換気を良くする

②順番が来るまで室内に立ち入らない

③マスク、手袋等を用いて、感染を予防する

④トレーナーは、マスク・手袋・手指消毒など標準予防対策をとった上で対応する

⑤手袋の手配力難しい場合等、1行為1手洗い(アルコールジエルでの刷り込み含む)をしっか

り1テう

・6"食事

①選手の席は、社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を確保し、向かい合わせの配席はし

ない
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②十分に広い部屋がなし場合、グループ分けして食事時問をずらす

③食事は一人ずっ取り分けた状態で用意する

④食事中、宿泊施設の方は部屋にいないよう{こし、片付けはチームが退出した後に行う

⑤ビユッフ工形式は、取り分けにより感染りスクカ噸定されることから見合わせる

・フ.ミーティング

①試合前を除き可能な限り、VVEB会議システムの利用を検討する

②対面にて実施する場合、部屋の換気に留意する

③監督、コーチ、選手が、社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を確保して着席する

(5)会議セレモニーの計画

感染防止のため、競技会開催にあたり付帯して行われる以下の会議やセレモニーの実施方法を検

討する。

・1.監督会議/代表者会議

監督会議、代表者会議を実施する場合は、以下の点に注意して対応する。

①3密を避けるため、原則にしてWEB会議システムにて開催する

②VVEB会議システムでの開催力鰄しい場合は、参加チームへの連絡事項・注意事項等をメー

ルで展開するなど、大勢の人数が一堂に会して3密にならないよう工夫する

③ユニフォーム決定は、競技会開催前に参加チームよりユニフォーム写真を提出してもらい、その

試合で着用する正副しすれか一方を]FA力嘩前に決定して参加チームに1酷aする

・2.開会式

開会式を実施する場合は、以下の点に注意して対応する。感染対策により実施しないことも検討

する。

①WEB会議システムにて開催する

②屋外、フィールド等にて行い、簡略化して行う

③登壇者、運営スタッフは、マスクを着用する

④握手は行わない

⑤集合写真の撮影は行わない

・3.表彰式

表彰式を実施する場合は、以下の点に注意して対応する。感染対策により実施しないことも検討

する。

①トロフィーは表彰プレゼンターとチームを代表した選手が、距離(2m以上)を置いて立ち、授

与のみ行う

②賞状は表彰九ゼンターとチームを代表した選手が、距離(2m以上)を置いて立ち、読み

上ι先せずに、授与のみ1子う
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③メダル掛けは行わない(セレモニーとは別に一括してチームへ渡す)

④表彰プレゼンター、運営スタッフは、マスクを着用する

⑤握手は行わない

※カンを立てておいて、その時の盾勢を見て判断する
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2,会場管理における感染対策

(1)試合の開催方法

感染対策により安全に誠合を行うには、以下2つの方法があります。

・1.無観客試合(りモートマツチ)

無観客試合(りモートマッチ)は、来場者の人数を極揣に沙サ太することで、感染りスクを抑え

ること力やできます。

・2.制限付きの試合(無料試合又は有料試合)

政府方針や自治体のガイドラインに従い、イベント開イ詩見制が緩和されれば、一般の来場者、

ファンサボーターに対して一部の制限付きにより餐見戦機会を提供することも可能になります。

以下項目の実行力鰄しし暢合は、開催地自治体において集会、イペントの開催許可された状

況下にあっても、無観客試合(りモートマッチ)の開催を検討します。

(2) 3つのゾーン分け

会場内を3つのゾーンに分け、以下の目的により互いの接触を避ける動線管理を行います。

①できるだけ来場者の人数を少なくすることで、感染りスクを抑える

②ゾーン分けしておくことで、感染者が出た場合の影響範囲を限定する

③とくに選手、チームスタッフと1覇虫する可能性を最小化する

ゾーン1

ゾーン2

競技関連

ゾーン3

運営・メディア関連

(3)無観客試合(りモートマツチ)

来場者の人数を極揣に少なくすることで、感染りスクを抑えること力?できます。

スタジアム外縁を含む来場者

エリア(指定管理エリア)

・1.ゾーン毎の動線管理

会場規模、来場者数を予測して対応する。

①ゾーン毎の動線を設定し、人と人の接触を限定する

②とくにチームとその他の方の接触を最小限に留めるために、ゾーン1動線の独立陛に留意する

※チーム、審判員、メディア及び関係者、それぞれの動線を分散させることにより、1力所に集

中することによる密集・密接を避け、感染りスクを回避する

・ピッチ及びピツチ周辺(テクニカルエリアを含む)

・選手入場口

・選手及び審判員の更衣室

・運営諸室

・記者席を含むメディアスタンド
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・2,無観客試合(りモートマツチ)に来場できる方

ゾーン毎の来場者の人数を減らし、特に「ゾーン1:競技関連」への来場者を限定する

1

2

両チーム選手、チーム役員

3

審判員

4

マツチコミツショナー

5

審判アセッサー

6

主管FAスタツフ

7

ボールパーソン

8

担架要員

9

記録要員

10

演出・進行スタッフ

但し、上記以外の試合運営上の役割がある場合に限り、試合の1週間前までに主管FAに届ける

こととする

11

大型映像装置オペレーター

12

会場ドクター/看謹師

13

警備員、係員

・3,無観客試合(りモートマツチ)への来場をこ3京慮いただく方

14

TV中継関係者

15

JFA・両チームオフイシヤルカメラマン

16

メディア(ペン記者、カメラ、 ENG)

22

17

他チームのスカウティングスタッフ

23

ファン・サポーター

18

スカウティング映像制作会社

来賓

19

ドーピング検査スタッフ

24

20

警察・消防

協賛社、スボンサー企業

21

会場関係者ψラウンドキーバー等)

但し、チームペンチ外選手が来場し、ソーン2にとどまることは認められる

※選手等の家族にっいては、主催者の判断により感染予防対策を遵守した上でゾーン3に入

り観戦することは認められる、特に第2種以下の大会では選手等の家族の雀見戦を検討する

25

運営会社(看板、装飾等)

マスユツト

・4.JFA役職員の立会、視察

JFA役職員は、状況に応じて立会、視察することができる。事前集約の上、試合の1週間前を

目途に]FAより主管FAへ連絡する。

26

27

選手、関係者の家族

・5.会場外でのファン・サボーターの集結を防ぐ

①ファン・サボーターへの事前告知

※スタジアムまたはその周辺に来場しない

※できるだけ家にとどまって、テレビ・ネット等を通じて応援する

※友人と一緒にテレビ・ネット雀見戦する場合も、対面にならず、会話を減らし、マスクをして社会

的距離を確保する

※上記が遵守されなし暘合、試合延期措置等を検討することも考えられる

選手仲介人、代理人、マネジメント会

社

28 その他、上記の計画に規定されていな

い人
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②上記の観点より無観客試合においては、ファンサボーターの皆様が自主的に作成された横断

幕の会場内外への掲出をすることはできません

③主管FAは、告知および調整にあたり、チームに1窃力を要請して対応する。

(4)制限付きの試合

政府の方金十や自治体のガイドラインが緩和され一部の制限が解除されている場合には、以下のとお

り制限付きの設定をします。

・1.観客への伽」限

①無料・有料共通

・政府方針に則り運用する

※今後、感染状況により変更になる可能性があります。

・客席は、周囲との間隔として、1席ネ呈度(前後左右)空ける

・9月19日から11月末まで、感染対策上の要件を満たすことで、5,000人を超え入場可能

数の50%までの入場者力句能となる(前項の政府資料を参照)

但し入場可能数が 17,000人以上のスタジアムは 30%程度からの段階的な緩和に努める

・緊急事態宣言が発令されている地域においては、2月7日まで5000人または入場可能数の

50%までの入場とする。

・席割(ブロック)は、主管FAが立案し、]FAが承認する

・主管FAは、上記開イ崔条件にっき、あらかじめ施設(開催地自治体)の了解を得る

・会場収容人数の制限数{こは、未就学児童、車椅子席の付添人も含める

・立ち見席、芝生席は、上記ルールに準じることを条件に設置可とする

・総合案内所は、感染対策をした上で設置可とする

(フエイスシールド、スタッフとお客様の間のビニールシートの設置等にっいては主管FA判断)

・入場時にサーモグラフィーまたはヲ財妾触体温計により檎昆し、37.5度未満であれぱ入場するこ

とができる

(体温が37.5度以上の場合は入場をお断りする)

・保健所の積極的疫学調査(感染経路の聞き取り調査)にあたり、濃厚接触者に該当する可

能性のある観客の情報の提供に協力するため、個人情報の管理を徹底した上で、観客の個人

情報(氏名、電話番号等)、スタンドエリア内の観戦位置の情報提供の協力を求める

②無料入場

・感染者が来場したことが発覚した場合を想定して、保健所の聞き取り調査に協力できるよう、来

場者の座席が特定できるようにブロックやエリア表示を明確に示す

③有料入場

・感染者の中から試合観戦後に陽性反応者が発生した場合を想定し、保健戸斤の積極的疫学

調査(感染経路の聞き取り調査)に1窃力するため、指定席はチケヅト半券を保管するよう{こ案

内する、また、自由席(ゾーン内自由席含む)は来場者の座席が特定できるようにブロックや工

リア表示を明確に示す

・当日券は、オンライン販売のみとする。会場販売、店舗(コンビコ等での直販は行わない
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体温計測により37.5度以上が発覚し入場をお断りするなど、画面上で新たな規約を表示し、

同意を得た上で購入に進む手順をとる

・2.ゾーン毎の動線管理

①上限人数は設けない

②「ゾーン 1:競技関連」への来場者は最小限{こなるようにする

・3.「ゾーン1:競技関連エリア」へのアクセス制」限

「ゾーン1:競技関連エリア」へのアクセスをご遠慮いただく方

26

27

選手、関係者の家族

28

選手仲介人、代理人、マネジメント会社

・4.JFA役職員等の立会、視察

①JFA役職員等は、状況に応じて立会、視察すること力やできる。

②事前集約の上、試合の1週間前を目途にJFAより主管FAへ連絡する。

サプライヤー

・5.応援スタイルについて

感染対策のため、ファンサボーターのご理解とご協力が必要となります。

①容認される行為は以下の通りです

・横断幕掲出※掲出の際、密にならないよう十分配慮してください

・拍手、手拍子

・タオルマフラー、ゲートフラッグ等を掲ける

②禁止される行為は以下の通りです

・声を出す応援

(禁止理由:飛沫感染にっながるため)

例:指笛・チャント・ブーイング、トラメガ・メガホン・トランペットなど道具・楽器の使用

・メガホンの使用

(禁止理由:飛沫感染)

・大旗を含むフラッグを振る

(禁止理由:接触りスクがあり、フラッグが飛沫等で汚染され飛散するりスクがあるため)

・タオルマフラーを振る、もしくは回す

(禁止理由:接触りスクがあり、タオルが飛沫等で汚染され飛散するりスクがあるため)

・人と接触する応援

(禁止理由:接触感染にっながるため)

伊上ハイタツチ・肩組みなど"

・「密」を作る応援

(禁止理由:飛沫感染・接触感染のりスクカ漕くなるため)

例:お客様がいる席でのビッグフラッグの掲出

※ただし、お客様がいない席に掲出する場合は容認される
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・6.観客、ファン・サボーターへの事前のご案内

①無理な来場は、勇気をもって、見合わせてください

体調がよくない場合(例:発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚唄覚の異常などの症状がある

場合)

,同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地1或等へ

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

②入場ゲートで体温を測定し、37.5度以上の場合は入場できませんので、あらかじめご了承くだ

さい

③会場ではマスクを着用してください

④会場でのマスクの配布はございませんので、各自ご準備ください

⑤熱中症対策でマスクを外弓場合は、社会的距離(できるだけ2m、巖低lm)、咳エチケット忙
ご西三慮ください

⑥マスク着用を義務付けない例外は以下のとおりとします

・乳幼児:着用しないこと力塑ましい(保護者の判断による)

・上記除く耒就学児:着用するかしないかは保護者の判断による

⑦手洗い、手指消毒をこまめに行うようにしてください

⑧会場では、社会的距離(できるだけ2m、巖低lm)を確保するようにしてください(入退場時、

トイレの列など)

⑨観戦時は、座席(立見席・芝生席等含む)から移動することを禁止とします

(問隔を空けずに隣に座る、スタンド前方へ移動して選手に声をかける等)

⑩スタジアムの外でも、社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を確保することはもとより、大

声での発声、歌唱や声援、密集等の感染りスクのある行動を回避してください

⑪アルコール飲料の持ち込みは禁止とさせていただきます※

⑫保健所の積極的疫学調査にあたり、濃厚接触者に該当する可能性のある観客の盾報の提供に

協力するため、個人情報の管理を1敵底した上で、観客の個火盾報(氏名、電話番号等)、スタ

ンドエリア内のを見戦位置の清報提供にt窃力してください
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※アルコール飲料の持ち込みは競技会、会場ごとに持ち込み可否を判断する

(5)チケ、yティング

制限付きの試合開催の期間は、政府方針に則り以下の通りに計画して下さい。

①周囲との間隔 1席ネ呈度あける

②9月19日から11月末まで、感染対策上の要件を満たすことで、5,000人を超え入場可

能数の50%までの入場者力句能となる(前項の政府資料を参照)

但し入場可能数が 17,000人以上のスタジアムは 30Ψ0ネ呈度からの段階的な緩和に努める

緊急事態宣言が発令されている地域においては、2月7日まで5000人または入場可能数

の50%までの入場とする。

③席割は主管FAが立案し、JFAが承認のうえ決定する

④来訪チーム応援席は設置する

※主管FAは上記開催条件にっき、あらかじめ自治体の了解を得る



会場収容人数には、未就学児童、車椅子席の付添人も含める

立ち見席、芝生席は、上記ルールに準じることを条件に設置可とする

総合案内所:感染対策(マスク着用義務、71イスシールド、スタッフとお客様の間のビニ

ールシートにっいては主管FA判断)をした上で設置可とする

37.5度以上が発覚し入場をお断りするなど、画面上で新たな規約を表示し、同意を得た

上で、購入に進む手順を取ることとする

※

(6) 会場管理

・1.会場の衛生管理

①手指消毒液

・イ吏用するすべての部屋または各フロアの動線上{こ手指消毒液を設置する

②石鹸

・トイレの手洗し暘には、石鹸(液状ボンプ型力塑ましい)を用意する

③ペーパータオル

・ペーパータオルの設置は主管FAの判断として、設置する場合はゴミ回収等の衛生面に注意

する

④チームエリアの消毒

・換気を十分に行い、机、イス、ドアノブ等を可能な限り消毒する

⑤ドアの開放

・ドアノブに触れる頻度を下けるため、ドアはできるだけ開けたままとする

・2.来場者の入退場管理(関係者)

①檎品ボイント

・会場の管理エリアの入口を極力1箇所に限定し、チエック要員を配置し検温チ1ツクを1散底す

る

・檎品し、37.5度未満の場合は入場することカミできる(37.5度以上の場合、入場をお断りす

る)

・再入場の際も検温する(検温済みの方を識別する方法を工夫する)

②すべての入口{こ手指消毒液を設置する

③来場者名簿を利用して、来場時刻、退場時刻を管理する

・3.観客の入退場管理

①待機列が「密」にならないよう工夫する

例:ブロック毎に入場時間を分ける、開門時問を早める、間隔を空けることの呼びかけ、喋らない

ことの呼びかけ

②入場時にサーモグラフィーまたは非接触体温計により検温し、37.5度未満であれば入場する

こと力やできる
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※体温が37.5度以上の場合は、別箇所へ移動していただき、再度検温し、37.5度以上

の場合は、入場をお断りする

※再入場のf祭も樹品する(檎品済みの方を識別する方法を工夫する)

③入口に手指消毒液を設置する

④手荷物検査を行う場合は、お客様ご自身に荷物を開けてもらい、お客様の荷物には直接角■

らない

⑤保健所の積極的疫学調査を行うにあたり、濃厚接触者に該当する可能性のある観客の盾

報提供するため、また、陽性反応者との接触機会を告知し、更なる感染拡大防止にっなける

ため、観客の中から陽性反応者力弦認された場合の対応を考慮し、以下の通りとする

・観客の個人情報(氏名、メールアドレス、電話番号)を把握する

・観客見込みを想定し、定員管理できるよう開放するスタンドエリアを管理する

・スタンドエリア内の観戦位置を把握するため、位置がわかるように明示する

(既存の席番、ゲート・フ'ロック位置、表示のない場合にブロック表示を設定)

・氏名などの個人情報は非公開とした上で、陽陛反応者の観戦位置を公表する

,実施方法:スマートフォンのアプ1J等により観客の個大庸報を提供していただく

・条件:もしも、来場者の中から陽性反応者力硫認された場合に以下A~Bの対応をするた

め、観客の個人情報を提供していただいた上で、観戦していただく。(事前告知および入場

口等に掲示)

A :氏名などの個人情報は非公開とした上で感染者の観戦位置を公表するとともに、観客{こ

対しメールにで盾幸尉是供する

B:迅速に積極的疫学調査を行うため、保健戸斤等の公的機関1こ個人情報を捌共する

⑥ゲートスタッフは、券面チエックのみ実施し、お客様にもぎってもらう

⑦飲料の移し替え(実施する場合)は、カッフを触る前にお客様に消毒してもらうなど衛生管理に

配慮する

⑧お客様への配布物がある場合、不特定多数の方が触れないように管理し、定期的に手指消

毒をしたスタッフ力晒三布する

・4.場内放送、大型映像装置の運用

①操作室に3密が生じないよう、最少人数での連用を工夫する

・操作室では必ずマスクを着用する

②告知の実施にっいては、通常通り実施する。また、新型コロナウイルス感染症対応に関する注

意・お願い告知を随時行う

・5,場内/場外売店

①りモートマッチの場合

・場内/場外売店は設遣しない

②制限付き試合の場合

・飲食販売は容認される仇だし、アルコール販売は状況により判断する)

・グッズの販売は容認される
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・販売員は、マスク、手袋を着用する

・6,場内/場外イベント

①りモートマツチの場合

・場内/場外イベントは実施しない

②制限付き試合の場合

イペントを開催する場合は、社会的距離(できるだけ2m、最低lm)に十分に配慮すること

・触れ合うことによる感染りスクが伴うマスコットの場外また{ネコンコースでのグリーティング、サイン会など

は実施しない

・チラシ等を配布する場合、配布要員はマスク・手袋を着用し、社会的距離(できるだけ2m、最低

Im)を保って行う(任意により、フエイスシールドを着用し、飛沫感染を防止する)
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・フ'喫煙所

・原則、喫煙所は、設置しない

・8.スタジアム内外の掲出及び装飾

①りモートマッチの場合

・]FA が指定する大会タイトルバナー、スボンサー看板、スボンサーバナー等を掲出すること力やでき

る

・ファンサボーターによる横断幕の掲出は、制イ乍受け渡し時等における感染防止の観点から、

クラブカ守頁かって掲出することを含めて、行わないこととする

②制限付き試合の場合

通常の試合通り設置可能

・9.退場時

「密」にならないよう工夫する。 例:時差退場、場内アナウンスによる呼びかけ



(フ)会場の諸室環境

主管FAは、以下の点化留意して会場を設営します。

これらを実施しても感染りスクをゼロにすることはできません。マスクの着用等により自己防衛をした上

で競技会に参加してください。

また、各諸室の窓、ドアの開放、運営関係者及びチーム関係者全員化マスク着用を義務化すること

により、熱中症を発症するりスクカ惰まりますので、こまめな水分補給を心掛けましょう。

・1.諸室

運営諸室において、以下のとおり設定する。

①各部屋に手指消毒液を設置する

②全てのドア及び窓を開け、3密が発生する環境を阻止し、ドアノブを介した接触感染を防ぐ

③ドリンクを冷やすためのドブ漬けは使用しない

④座席を設置する際に前後左右1.5~2m間隔をあけ、お互いが正面に座らないよう配慮する

⑤食事のみを行う部屋を別途設け、運営本部や各種控室で食事をとらない。

⑥食事部屋では間隔を空けた上で同一方向を向いて食事をとり、食事中は会話を慎む

⑦喫煙所は設けない

・2.手洗い場所

関係者、参加チームの選手・スタッフ、マッチオフィシャルカ噸技会の際に手洗いをこまめに行えるよ

う、以下のとおり設定する。

①手洗い場にはボンフ型の液体または泡石鹸を用意する

②「手洗いは30秒以上」等の掲示をする

③手洗い後に手を拭くためのぺーパータオル(使い捨て)を用意する。(布タオルや手指を乾燥

させる設備については恒朔しないようにする。)

④手指消毒液を設置する

・3.トイレ

トイレにっいても感染りスクが比較的高いと考えられることから、以下のとおり設定する。

①便器の蓋を閉めて汚物を流すよう表示する

②手洗し暘にはボンプ式液体または泡石鹸を用意する

③「手洗いは30秒以上」等の掲示をする

④手洗い後に手を拭くためのぺーバータオル(使い捨て)を用意する。(布タオルや手指を乾燥

させる設備にっいては使用しないようにする。)

⑤手指消毒液を設置する

・4.ロツカールーム

ロッカールームは3密が揃い、感染りスクが比較的高いと考えられるため、以下のとおり設定する。

①広さにはゆとりを持たせ、選手同士力瞥になることを避ける
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②ゆとりを持たせること力鱗しい場合は、一度に入室する多加者の数を制限する、別室を用意する、ま

たは外部{こテントを設置する措置を講じる

③室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所(ドアノブ、ロッカーの取手、テーブ

ル、椅子、マッサージベッド等)にっいては消毒する

④一日に同会場で複数乱弌合を行う場合は、試合終了毎に消毒する

⑤換気扇を常に回す、2つ以上のドア、窓を開けっ放しにして常時換気を行う

⑥チームの注意事項

・選手及びスタッフはマスクを着用し、会話を最小限に留める

・選手及びスタ刃はロッカールームの滞在時間を短くするため着替えに限定する

選手及びスタッフはシャワ一を交代で使用し、密集を避ける

・2.撤収作業

①予め作業に参加する者の名簿を用意し、来場時刻、退場時刻を管理する

・感染者が出た場合、直ちに連絡がとれるよう、連絡先を把握しておく

・5.審判控室

審判控室にっいて、以下のとおり設定する。

①広さにはゆとりを持たせ、審判員同士が密になることを避ける

②ゆとりの確保力燮しい場合は、別室を用意する、または外部にテントを設置する措置を講じる

③室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所(ドアノブ、ロッカーの取手、テ

ーブル、椅子等)にっいては消毒する

④換気扇を常に回す、2つ以上のドア、窓を開けっ放しにして常時換気を行う

⑤審判員の注意事項

・審判員はマスクを着用し、会話を巖小限に留める

・審判員は審判控室の滞在時間を短くするため着替えに限定する

審判員はシャワ一を交代で使用し、密集を避ける

審判員同士のミーティングは会場で3密とならないスペース等を探して実施する

・3.ゴミの廃棄方法

①ゴミを収集する際は、マスクや手袋を必す着用する
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(8)試合会場の設営、撤去

・1,試合日以外に設営作業を行う場合

①作業開始前に体温を測定する

②予め作業に参加する者の名簿を用意し、来場時刻、退場時刻を管理する

・感染者が出た場合、直ちに連絡がとれるよう、連絡先を把握しておく

③作業に参加される方の「確認書(仮称)」の運用を検討する

・直近2週間の体調不良や濃厚接触がなかったこと等の確認を書面で行う

④全員が利用可能な場所に、手指消毒液を設置する



②ゴミはビニール袋に入れて密閉して縛り、廃棄する

③マスクや手袋を脱いだ後は、必すマ三鹸ど奈水で手を洗い、手指消毒する

3.競技運営における感染対策

(1)参加チーム、審判員、及ぴ競技

・1.スタジアムへの到着

①両チームは、競技会規定の指定時刻までに会場に到着する

②審判員は各自到着し、試合終了後、各自退出する

・2.試合当日の体温測定

参加チーム及び審"!U員は、以下のとおり対応する。

①毎日の定時の検温

②当日の検温

経過

③ 37.5て以上の場

参加チーム(選手・チーム役員)
変わらず実施する

会場到着以前にチーム全員の休温を

測定する

当該者は、会場に来場しない

もしも、会場へ向かコている間に発熱

した場合は、タクシー等で、自宅また

はホテルに戻る

・勢加チームの感染対策責任者は、

主管FAの感染対策責任者と情報

共有する

変わらず実施する

主管FAの感染対策貴任者は、

マツチコミッショナーに報告する

会場到着時に入場口の樹呈戸hで検温

する

・3.参加チーム及び審判員全員に求められること

感染対策ルールを遵守する。

審判員

新型コロナウイルス感染症の疑い症

状がある場合、帰国者・接触者相談

センター等へ連絡し相談の上、医療

機関を受診し、検査等の適tのな処

識を行う

疑い症状がなし暘合、適翊に経過

観察する

会場の管理エリア内に入ることはできな

い

・4.更衣室(並加チーム及び審亊D

①更衣室内でも社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を確保する

・空いている部屋があれ1諒助Πの更衣室として利用する(先発と控えで分ける等)

・ミ助口の更衣室が難しし場合、時間をずらすなどの工夫をする

・検品戸斤の担当スタッフは、

主管FAの感染対策賣任者と情報共

有する

・主管FAの感染対策責任者は、

マツチヨミツショナーに報告する

・新型コロナウイルス感染症の疑い症状

がある場合、帰国者・接触者相談セン

ター等へ連絡し相談の上、医療機関を

受診し、検査等の適切な処遣を行う

疑い症状がなし陽合、適切に経過観

察する
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②更衣室の滞在時間を、できるだけ短時間に減らす(目安:各自30~40分)

③更衣室内では、必弓々スクを着用する

④タオル、飲水,ポトル等は、個別利用することとし、共用しない

また、クーラーボックス(クーラーバッグ等を含む)を使用して飲水ボトル・氷を保冷する場合

は、本体、飲水ボトル、冷却水等に触れることによる接触感染りスクが高まることから、以下のと

おり徹底する。

・健康チエックシーNこより体調管理した担当者を特定し、クーラーボックスおよび飲水ノ犬トル・

氷等に触れる前に手指消毒、手洗いを十分{こ行い、管理する

・管理担当者以外の不特定多数の人が、クーラーボックス本体およびその中の飲水ポトルや

氷に直接触れない

・飲料の受渡しについては、クーラーボックスの外に出し、取りやすい状態に並ぺて各自がとっ

ていく(不特定多数の人が同一の飲水ボトル等に触れないようにする)

・口を付けフタを開封した飲水ボトル等をクーラーボックスに戻すことは、絶対にしない

⑤シャワ一は、一基ずっ問隔を空けて使用することを原則とする

⑥人数が多い時は、時間帯をずらして使用することで、人と人の問隔(できるだけ2m、最低1

m)を確保する

⑦アイスバスは対面とならないよう、一人ずっもしくは少人数で使用する。

※社会的な距離(できるだけ2m、最低lm)を保ち、顔の粘膜を不用意に触ることがない

よう注意する

※定期的に水槽の水を入れ替え、清掃樹散底する

※風呂水専用塩素剤等の使用も検討する

⑧サウナのイ吏用は禁止する

・5.選手の治療、マツサージ

①トレーナーは、マスク・手袋・手指消毒など感染対策をとった上で対応する

②環境(使用する器具等)の消毒を行うこと

③チームドクターや会場ドクターカ噺型コロナ感染を疑う徴候のない選手のタト傷に関して診察を

行う場合には、感染対策(マスク・手袋の着用)を行う

・6.競技用具、備品の消寿

①試合開始前{こボール、コーナーフラッグ、ゴールボストを消毒する

②ボールは、ハーフタイムにも消毒する

・フ.ポールパーソン、担架要員

①無観客試合でのボールパーソン、1鵬E要員は、大人力斗旦当するように検討する

・ボールパーソンの人数をできるだけ少なくする方法を検討する

②マスク・手袋の着用

マスク・手袋を着用し、社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を保つ

③フエイスシールド
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フエイスシールドは主管FA判断により着用すること力やできる

・8.フイールドインスペクション

マッチコミッショナー、主管FA、審判員は、マスクを着用し3密を避けて社会的距離(できるだけ

2m、最低lm)を保って短時間に行う

・8.マッチコーディネーションミーティング

3密を避けるため、通常のマッチコーディネーションミーティングは、実施しない。

但し、マッチコミッショナー、主管FA、両チーム運営担当、審判員は、 3密を避けて、短時間に個

別の簡単な打合せを行うこと力やできる。

主管 FA は、マッチコミッショナー、両チーム運営担当、審判員に対し、試合運営の留意すべき事

項を書面にまとめて事前に伝達する。

〔主な感染対策確認内容〕

・試合前、試合後に相手チーム、審判団との握手は実施しない

両チームペンチへの挨拶を実施しない ・エスコートキッズは実施しない

・倒れた選手に手を貸さない ・得点時にハイタッチ、抱擁を行わない

口に含んだ7上を0幼、ない ・ボトルを共用しない

qk氷を溜めたクーラーボックスを共用しないタオルを共用しない

・ピッチ上で密集密接(手をっなぐ、肩を組む)となる円陣は行わない

尚、密集、密接にならずに社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を保って円になって集ま

ることは認められる

・ピッチ上でチームメイト、審判員と会話する際にも互いの距離にっいてしっかりと配慮する

・ピッチ内でも咳エチケヅトを守り、つ1詣吐く、手鼻をかむなどの行為を行わない

ベンチではマスクを着用し、会話を控える

・10.試合開始前の、審判団による選手チエツク及び用具チエツク

①各チームの更衣室前(通路が狭し暘合は屋外で実施)で副審力漢施。

②副審はマスクを着用

・11.選手及び審判団のビッチ入場~キックオフ
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・9.試合開始前のウォーミングアップ

①室内練習場等でのウォーミングアップ

,選手、チーム役員は、マスクをしなくてよい

・換気に留意する

②ピッチ上でのウォーミングアップ

・選手、チーム役員は、マスクをしなくてよい

・審判員はマスクをしなくてよい

③スタンドへのボールやプレゼントの投け込むような行為をすることはできない



①選手集合スペース

・選手集合スペースは、チームごと別々に設定し、チーム選手、審判員等力吽士会的距離(でき

るだけ2m、最低lm)を保ち、密にならないスペースを確保する

②入場動線、入場順

・入場前の混雑を防ぐため、両チーム及び審判員はそれぞれに入場する

・同一の動線となる場合は、審判、チームA、チームBの1順に別々に入場する

③りスペクト旗の入場及びエスヨートキッズは行わない

④マスコットの入場、子イ共を抱っこしての入場も不可

⑤握手セレモニー、ペナント交換、選手や審判員の表彰、来賓などによるキツクオフセレモニー等は

1テわない

⑥チームの集合写真撮影は認められる、但し、社会的距離(できるだけ 2m、最低 lm)を保

つこと

⑦コイントスは主審及ぴ両チームのキャプテンにより実施する、但し、社会的距離(できるだけ

2m、最低lm)を保つこと

⑧ピッチ上で密集密接(手をっなぐ、肩を組む)となる円陣を組むことは行わない

尚、密集、密接にならずに社会的距離(できるだけ2m、最低 lm)を保って円になって集ま

ることは認められる

・12.スボンサーの露出

①広告看板、バナー等は、通常の試合と同様に掲出される

②会場への来場者増にっながらず、かっ社会的距離(できるだけ2m、最低lm)を保つ演出

は容認される

・13.チームベンチ

①1席空けて座る

②入り切らなし場合は、ペンチを増やして対応する

または、主審および両チームで事前に合意した場所で待機を設定する

③一日複数の試合が行われる場合は、入れ替え時に消毒液でぺンチシートなどを拭き取る

④べンチの選手及びチーム役員は、マスクを着用する

但し、テクニカルエリアで指示を送る際は、マスクを外してよい

競技中にっいては、プレー及びアッカ寺以外はマスク着用とする

⑤不要な会話・接触は控える

昧斤しい生活様式」における熱中症予防行動のボイント(厚生労働省 2020年5月29

日)

・高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のりスクカ漕くなるおそれかあるので、屋

外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)力硫保できる場合には、マスクを外してよい

⑥ぺンチの選手及びチームスタッフはマスクを着用する

・チーム役員が、テクニカルエリアで指示を送る際は、マスクを外してよい
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・14.試合中の飲水

①原則飲水ボトルの共用を避ける

・たとえ口力値接触れなくても唾液が飛ぶ可能性があり、感染の危険性はある

・ペットボトルでのビッチレペル設置使用可(但し、スクイズポトルタイプのキャップ{こ交換する)但

し、使用したぺットボトルは必す破棄すること

②氷水にスボンジを入れて体を冷やすことは、体を冷やすだけであれ1式容認される

但し、スポンジで顔を拭うことは行わない

③選手が口を付けフタをしたボトル等をクーラーボックスに戻すことは、絶対に避ける

・15,飲水タイム

①飲水ボトルの共用を避けることから、十分な水分補給の機会が見込めないため、WBGTの

数値に関係なく飲水タイムを設定し、パフォーマンス向上につなける

尚、飲水ボトルの共用を避ける措置力句能であれぱ、主催者の判断により飲水タイムを設けず

に対応することもできる

②「熱中症対策ガイドライン」に基づき、VVBGTの数4動ぐ条件に達した場合は、cooling

Break を実施する

・16,ゴールセレブレーション

①社会的な距離(できるだけ2m、晟低lm)を保って実施する

・17.ハーフタイム

①選手、チームスタッフ、審1ι1員等の引き上ιナ動線が混雑しないよう、予め確認する

②グラウンドの補修は、通常と同様に実施される

③ボールを消毒する

・18.試合終了時のセレモニー

両チーム及び審判員はピッチ中央に集まる。

但し、社会的距離(できるだけ2m、最低 lm)を保つよう十分配慮する。

①チームとして集まって自宅等で雀見戦しているファンサポーターに挨拶する等を行う場合、社会的

距離(できるだけ2m、最低lm)を確保すること

・握手、ハイタッチ、抱擁は行わない

・選手、チームスタッフ、審判員は、各自で更衣室に戻る

②その他注意事項

・試合後のスタンド内に選手・スタッフが上がうてのセレモニーは禁止

・選手、チームスタッフは、ゾーン1 (フィールド)より外(スタンド側)に出ない

・入場ゲート周辺での見送りセレモニーについても禁止
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・19.ドービングコントロール

・検査員は手洗い又はアルコール等による手指消毒を稲娠する

・検査員は検査中マスク、フエイスシールド、ゴム手袋を常時着用する

・検査員は可能な限りアスリートとの距離をとり対応する

・換気すること力句能な場所においては、換気を行う

・検査にて使用する備品類のアルコール等による消毒を1敵底する

※関係者は、上記の他、別途の詳細ガイドラインを参照のこと

参考:公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 OADA)公式 VVEB サイト

h仕PS://WVVW.playtruejapan.0四/topics/2020/000453.html"

(2)来賓対応

・1'来賓全員に求められること

感染対策ルールを遵守する

・2.主管FAは予め、来場者の一覧表を作成し、当日の管理に役立てる

①来場時刻、退場時刻を記録する

②感染者が発生する場合に備えて、来場者全員の連絡先を把握しておく

・3.ケータリング

①ピユッフ工式の食事提供は行わない

②食事を提供する場合は、ランチボックス形式とする

②ドリンク提供伊ルコールは除く)はサーブするスタッフを配置する、もしくは、ペットポトルで提供

する

③アルコールの提供は、社会的状況を鑑みて判断する

・4.貸し出し物

①ブランケヅト等の貸し出しは行わない
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(3)メディア対応

試合を取材するメディアに対しても、事前に感染対策を周知しJ知こ記載されている内容を遵守す

るように伝えます。

・1.メデイア全員に求められること

感染対策ルールを遵守する

・2.試合取材における必須事項

競技会・試合の取材申請を事前に締め切ることにより、取材者の人数調整力句能となり、誠合会

場の設備に合わせて、3密を避けることにより、感染りスクを下ιナること力やできます。

①すべてのメディアが]FAへの事前申請を必須とする

②取材活動力tできる人数制限を設け、取材許可されたメディアのみ会場内での取材を可とする

③メディアは、健康チエックシートに必要事項を記入し提出する

④受付時の検温により体温が37.5度以上の方、体調不良者は、取材活動をお断りする

・3.会場内の対応について

①メディア入口、メディア動線は、チーム・審判と完全に分け、接触がないようにする

②スタジアムでのメディア受付開始時刻は以下の通りとする

・記者フォトグラファー/ENGクルー(試合開始 60分前~)

③各メディアは受付終了後、所定の取材位置へ速やかに移動し、控室の使用をすることはできな

い(控室はフォトグラファー/ENGクルーの荷物置き場がない場合{このみ使用、デスクワークや

滞在は避ける)

④会場内では、上記留意点を必ず心がける

・4.記者席での取材活動

①取材活動が許可された記者にっいては、指定された記者席で取材活動をおこなう

・隣の記者との問隔は、社会的距高倒できるだけ2m、最低lm兆空けて着席する

・主管FA広報担当者は、各メディアの座席位置を指定し1剛屋する

・5.ビッチレベルでの撮影(取材活動)

①ピッチレペルの撮影位置は、両ゴール裏エリアのみとする。

撮影位置の間隔は、社会的距離(できるだけ2m、勗低lm)を空けて設置し、各メディアの

位置を把握する

撮影者(フォトグラファー、ENGクル→はいかなる理由があってもぺンチ付近に立ち入ることはで
きない

②試合前の入場セレモニー等の撮影は、JFA公式フォトグラファー/ENG (オフィシャルピブス着

用者)及び当日の中%佳局のみ撮影を許可される

③試合中忙決められた撮影位遣からの移動は禁止する(ウォーミングアップ含む)
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・6.試合終了後の対応

①監督記者会見および選手の取材は対面では行わず、WEB会議システムにて実施する

②VVEB会議システムが困難な場合、以下の通りの対応とする

監督・選手、メディア関係者は常時マスクを着用し、不必要な会話を控える

監督・選手とメディアカ佼わらないよう、かならずエリアをプラ柵・テープなどでイ士釖る

・監督・選手とメディアの距離は2m以上取る。取材者同士も最低lmの間隔を保っ

・最小限での対応とするため、記者1名、テレビ局1名が代表質問を行い、コメント・素材はメ

ディア関係者同土で共有する

・フォトグラファーは試合終了後の対応エリアに入らない

・できるだけ換気の良い場所で取材を行う

・できるだけ短い時間で取材を終える

③すべてのメディアは、試合終了後1時間以内を目途に会場から退出する

・2.参加チームの状況確認、対応

競技会終了後14日以内に、各チームの感染対策責任者に連絡を取り、具合の悪い選手・スタッ

フがいなし仂確認します。万がー、運営スタッフの中から競技会終了 14日以内に新型コロナウイル

ス感染症の症状が出た場合には、帰国者・接触者相談センターやか力町っけ医、地域の相談窓口

に相談します。その後、新型コロナウイルスの陽性反応となった場合は、保健戸斤の指示に従うととも

に、主管FAは〕FAに報告します。

また、チームから感染者発生の報告があった場合にも、同様にその旨JFA{こ報告します。
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4.事後対応

競技会終了後、以下の通り対応します。

・1.健康チエツクシートの保存

主管FAは、万がー、感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながち、競技

会当日{こ参加した選手、スタッフ、メディア、運営関係者から提出された健康チエックシートに保存期

問(少サ太とも1ケ月)を明記し、保存します。また、保存期間経過後、健康チエックシートを廃棄

します。



5.夏季における熱中症予防に向けた留意点

気温の上昇する夏季においては、各諸室の窓やドアの開放、参加者にマスク着用などの義務化によ

り、熱中症を発症するりスクカ塙まることから、感染拡大防止に向けた取り組みに併せて熱中症を予

防します。

「スボーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防にっいて」を参照するととも

に、政府が示す「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントに基づく下記の点などに留

意して各種活動を実施します。

・1.マスクの着用

マスクの着用時は、マスクを着用していなし場合と比ぺると、心拍数や呼吸数、体感温度の上昇な

ど、身体に負担がかかることがあるため、参加者に対してはこうしたりスクを周知するとともに、こまめな

水分補給を0がけます。

また、高温や多湿といった環境下では、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)力確保で

きる場合には、マスクを外しても構いません。

-2.エアコンの使用について

諸室等においてエアコンを使用する場合も、冷房時でも窓開放や換気扇によって換気を行います。

換気により室内温度力漕くなる場合があるため、エアコンの温度設定を下けるなどの調整をしてくださ

い。

・3,涼しい場所への移動について

参加者に対しては、少しでも体調に異変を感じたら、速やか{こ涼しし場所に移動するようアナウンス

します。

なお、会場の関係で、医務室等の諸室{こすぐに入ること力「できない場合は、屋外でも日陰や風通し

の良い場所への移動をイ足せるよう事前に準備します。
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6.様式

(1)健康チエツクシート

*促康チエックシートは、 00りツカー協会が聞椛する各禎大会において栃型コロナウイルス感染莚の拡大を防止するため、書加者の催戚伏態を確

認することを目的としτいます.

*位康チェツクシートに記入いただいた個人佃帽について、 00りツカー協会は、厳正なる管理のもとに保管し、チーム閏係者の供驫状懸の杷捉、

果場可否の判断および必要なご迎縮のためにのa1利用します.また、個人悟畑保;藍法等の法令において認められる場合を畭きご木人の同意を得ずに

錦三者に惺似いたしません.但し、六分分場にて感染症患者また11その疑いのある力が発兄された堀合に必些な鈍圓で保慥所誇に捉世することがあ

ります。

<基本情報>

団体名

フりカナ

【乞

氏名

住,斤

<大会当日までの俸品>

日付

/

起床時体温

()

/

イ弐表者

連#各先

<大会前2過問における健康状態>

生年月日

て

日付

①平熱を超える発熟がない

電話番号

て

②咳(せき)、のどの痛みなどの風邪症状がない

ノ

③だるさ(倦怠感)一息苦しさ(呼吸困難)がない

EメーJレ

アドレス

西暦

て

ノ

④奥覚や味党の輿常がない

起床時体温

⑤体が重く感Uる、疲れやすぃ等がない

て

⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃停接触がない

年

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない

/

⑧過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期問が必要とされてぃる国、地域等への渡航又は当該

在住者との濃厚接触がない

て

日付

⑨その他、気になること(以下に自由記述)

※該当するものに「ゾ」を記入してください。

て

月

て

/

起床時体温

(大会参加者が未成年の場合)保護者

保設者氏名

チエツク項目

て

ノ

日

ノ

て

電話番号

日付

て

/ ()1

て

起床時体温

て

/

確認日

)

確認欄

/()1

て

て

西癌

て

チエック欄

て

Eメールアドレス

年
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月 日

=

)(

)

)

〒

(

)(

)(
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スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防につぃて

Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン
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R
大切に思うこと

サッカーがある日常が戻りつつあります。

T

火好き吐サッカーができると加う当たり前のことが、

どんなに案晴らしく、価偵のあろことなのか、

あらためて気づいた人も多いのでは々加でL上ら",。

新劉コロナウィルス感染症は恐ろしψ病気でナ。

しかし、怖伽の壯ウ'ルスだけではあり庄せん。

風評やデマ、誹翻中借^

モれに翻笄されることもまた、危険なことです。

感染者や医撰従事者なεIC対すろ偏見や搾別熊,、

決してあ0て壯九り主せん。

私たちの命や生活を支えてくれる人たちに、

慈謝とエルを送り生し上ら。

染症へ不安からサッカーへの参加を
迷「ている人も加るでしょら。

今捻自粛しよ5と仇う気持ち忙なるの、当然のととです。

疫分と異なろ考先を持0た人たぢを

排除Lたりせず、理解し、尊重し主Lよら。

ー.,

私たちは

ス、米ーツを愛する仲間なのだから。

'

鵠
゛

唯レ'゛婁女膨ず巡璽f'"

切なサッカーを、
自分たちの手で守っていきたい。

^

そのために、りスペクト^。

関わある人々やすべてを

大切に思、うこと。

安C、してプレーできる環禎dくりを

目指していきたい。
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